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文
教
科
学
委
員
会
）

研
究
交
流
促
進
法
及
び
特
定
放
射
光
施
設
の
共
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法

第
二
八
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
研
究
開
発
機
関
及
び
研
究
者
等
の
相
互
交
流
等
を
促
進
す
る
た
め
、
国
等
の
研
究
施
設
等
の
共
用
の
促
進
及

び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
研
究
交
流
促
進
法
の
一
部
改
正

１

国
の
行
政
機
関
の
長
は
、
試
験
研
究
機
関
等
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
国
の
機
関
の
う
ち
、
そ
の
所
管
す
る
も
の
で
あ

っ
て
一
定
の
要
件
を
満
た
す
も
の
を
官
報
で
公
示
し
、
当
該
機
関
の
試
験
研
究
施
設
及
び
土
地
の
使
用
に
関
す
る
条
件
の

特
例
を
設
け
る
こ
と
。

、

、

、

、

２

国
は

国

独
立
行
政
法
人

国
立
大
学
法
人
及
び
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
が
設
置
す
る
研
究
開
発
施
設
に
つ
い
て

研
究
者
等
が
当
該
施
設
を
利
用
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
収
集
し
て
整
理
し
、
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
そ

の
他
の
方
法
に
よ
り
、
広
く
研
究
等
を
行
う
者
の
利
用
に
供
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
、
特
定
放
射
光
施
設
の
共
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
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１

法
律
の
題
名
を
「
特
定
先
端
大
型
研
究
施
設
の
共
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
特
定
放
射
光
施
設
に
加
え
、

特
定
高
速
電
子
計
算
機
施
設
を
対
象
と
す
る
こ
と
。

２

独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
は
、
特
定
先
端
大
型
研
究
施
設
の
設
置
者
と
し
て
、
特
定
先
端
大
型
研
究
施
設
を
研
究

者
等
の
共
用
に
供
す
る
こ
と
等
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

文
部
科
学
大
臣
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
に
、
２
の
業
務
の
う
ち
、
特
定
先
端
大
型
研
究
施
設
の
利
用

者
の
選
定
等
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
登
録
基
準
そ
の
他
の
規
定
を
整
備
す
る

こ
と
。

三
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
前
記
二
の
３
の
登
録
の
事
前
申
請
に
係
る
規

定
等
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

２

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
新
法
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
新
法
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ

と
。


